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グループホーム はぁと 代表理事 
 

 
 

 

 仕事の内容は？ 
・ 認知症のお年寄りの介護施設で９人の高齢者を 

９人のスタッフでケアしています。日常の身体 

介護はもちろんですが、入所者の心のケアを大 

事にしています。 
 

 仕事場（グループホーム）での男女共同参画は？ 
・ 

・ 

仕事に男女の差はありません。男女問わず食事 

の準備もしますしトイレ介助等もします。 
 

入所者には、機能回復のためにもできることは 

手伝ってもらっています。食事の配膳は全員で 
やっていますが、男性で今まで家事を何もしな 
かった方は、最初は少し抵抗があるようですが 
慣れると進んでされています。 
 

 家庭での家事の分担は？ 
・ 妻も働いているので、基本的には何でもします。 

特に料理をするのは好きで、子どものお弁当も 

作ります。 
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 男女共同参画は女性だけの問題ととらえがちですが、男性の問題でもあります。 
 今回は男性の立場から、男女共同参画をどう考えていらっしゃるか グループホーム「はぁと」 

 代表者の森元美隆さんに伺いました。 

・ 以前は残業で帰りも遅く、家事は妻任せの時期 

がありました。仕事に縛られると仕事でいっぱ 

いになってしまうのでゆとりが必要。 

夫婦で家事育児をするためには､女性の仕事と家 

事育児の両立支援のみでなく､男性の働き方を含 

め社会全体で考えていく必要があると思います。 
 

 この仕事をしてうれしかったことは？ 
・ 

・ 

入所者が自分でできなかったことができるよう 

になって笑顔を見せた時です。 

スタッフ皆で工夫して認知症のケアができるこ

とです。 
 

 今後の抱負は？ 
・ 地域のグループホーム全体のレベルアップが図 

れるように定期的な勉強会をしていますが、介 

護のプロだけではなく、一般の住民にも認知症 

のケアについての研修会をするなどして、地域 

福祉ネットワークの輪が全市に拡がっていけば 

ば良いと思います。 



 

 

 
  
  ・配偶者や恋人などパートナーからの暴力 
  ・「家庭内の問題」「個人的問題」として表面化しなかった暴力 
  ・ＤＶは、犯罪となる行為をも含む人権侵害です 

 

  ・根底にある男女の不平等な関係 
   被害者の多くが女性であり、その背景には、男女の経済力の格差や男性優位、 
   男性中心の社会構造、女性を対等なパートナーと見ない女性差別の意識があります。 

 
 
  

・殴る、蹴る、首を絞める、包丁を突きつける、物を投げつける  等 

  ・脅す、無視する、家から閉め出す、大事にしている物を壊す、外出や親族・友人との 
 付き合いを制限する、メールや電話を細かくチェックする  等 

  
・生活費を渡さない、仕事をさせない、支出を細かく監視する  等 

  
・性行為を強要する、見たくないポルノビデオを見せる、避妊に協力しない  等 

 
  

  ・女性の約６人に１人が身体的な暴力を経験 
   内閣府が実施した「配偶者等からの暴力に関する調査」（平成14年実施）によると、配偶者や恋人か 

   ら「殴ったり、蹴ったり、物を投げつけられたり等」といった身体に対する暴力を受けた女性は15.5％ 

   (６人に１人）、4.8％は何度も暴行を受けていました。 

 

            配偶者等からの被害経験‐これまで（回答者全体） 

 
 

  ・ＤＶは被害者の心や身体に影響を与えます  
   身体的暴力により後遺症が残ったり、時には死に至ることもあります。 
   暴力への不安や絶望、孤独感、恐怖心などにより、心は深く傷つけられます。 
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  ・子どもにも深刻な影響を与えます  
   ＤＶの加害者は、子どもに暴力をふるっていることがあります。 
   たとえ直接的な暴力はなくても、暴力を目撃したり、怒鳴り声を聞く家庭環境は、子どもの成長に計 
   り知れない影響があるといわれます。 
   子どものためにと我慢している結婚生活が、子どもに深刻な影響を与えているかもしれないことを、 
   考えなければなりません。 

 
 

  ・暴力をふるう人に決まったタイプはありません  
   暴力をふるうのは、アルコール依存症や特定のタイプだといった思い込みがあります。 
   暴力をふるう人には、職場や地域では人当たりが良く、真面目で、社会的信用がある人も多く､学歴､ 
   職業の有無や種類、年収、年齢にかかわらずあらゆる層で発生しています。 
 

  ・暴力をふるわれる側に責任があるのではありません  
   殴られる側に原因があると暴力を正当化する考えがあり、そのため自分の言い方が悪かったからと 
   か、言われたとおりにしなかったからだと、相手の暴力を自分の落ち度に思い込んでいる被害者が大 
   勢います｡どんな理由であれ暴力を正当化することはできません。暴力は人権を著しく侵害するもの 
   であり、絶対に許されない行為です。 

 
 
 
 
 

 

  ＤＶは、高校生など若者の間でもおこっています｡親密な関係になると大人のＤＶと同様なことがおき 
  ています。婚姻関係にない恋人間での暴力を「デートＤＶ」といいます。 

 
 

  暴力をふるわれても我慢するしかないと思っていませんか？ 
  人は皆、安心・安全に暮らし、自分の生き方を自分で選び、人生を豊かに生きる権利があります。 
  ひとりで悩まず相談してみませんか？ 

 
≪相談関係機関一覧≫ 

相 談 窓 口 電 話 番 号 相 談 時 間 
       

 鹿屋市役所 
 子育て支援課 婦人相談室 

43－2111 
内線 3186 

月 ～ 金曜日 (祝日は除く) 
9:00 ～ 12：00 13:00 ～ 1600 

  
 鹿屋警察署（被害者相談窓口） 44－0110  

 
 鹿児島県男女共同参画センター内相談室 
 (配偶者暴力相談支援センター) 

099－221－6630 
099－221－6631 

火 ～ 日曜日 9:00 ～ 17：00 
(火曜日は 20:00 まで) 

 鹿児島県婦人相談所 
 (配偶者暴力相談支援センター) 099－222－1467 

月、火、水、金曜日 8:30 ～ 17：00 
木曜日(20:00まで) 
日曜日 9:00 ～ 15:00 

 

警 察 の 相 談 窓 口  

鹿屋市の相談窓口  

鹿児島県の相談窓口 



 

 男女共同参画を合併後の全市において推進する 

ため、旧３町のそれぞれの地区で地域講座を開催 

しました。｢つどいＫＡＮＯＹＡ｣の皆さんの鹿児 

島弁による楽しい紙芝居と、みやざき中央新聞編 

集長の水谷謹人氏のユーモアたっぷりでとてもわ 

かりやすい講演に、３会場とも参加された方々に 

大好評でした。 

 平成19 年度も、串良、吾平、輝北の３地区での 

地域講座を開催する予定です。 

《 問い合わせ先 》 

 〒893－8501 鹿屋市共栄町 20 番 1 号 

  TEL ：（0994）31－1147 

  FAX：（0994）40－3003 

  市民活動推進課（男女共同参画推進室） 

 〈メールアドレス〉 

  danjyo@e-kanoya.net 

・男女共同参画とは、お互いを思いやる気持ちが 

 大事であると感じた。また、子ども達が｢結婚｣ 

 は良いものだと思えるような夫婦生活を築いて 

 いけたらと強く思った｡ 
 

・男性の立場からみた男女共同参画の意義と必要 

 性に触れられて、年代層を超えて興味や関心が 

 持てる内容だった。 
 

・紙芝居は男女共同参画について良く理解できる 

 よう作成してあった。 

鹿屋市男女共同参画地域講座 
  テーマ：輝け！自分らしさ 
      ～ 男と女の夢ある未来のために ～ 

参加者の感想 

  鹿屋市では、あらゆる分野における、各種委員 

 や各種講座の講師などへの女性の参画を推進して 

 います。現在59名の方に登録していただいており 

 ますが、更に女性人材情報の提供を図るため新規 

 登録者を募集いたします。 
 

 応募資格 

 
20歳以上の女性で、次のいずれの条件にも当ては 

まる方 
 

 
１. 鹿屋市に住所のある方、又は鹿屋市内で勤務

されている方 
 

 

２. 教育、福祉、芸術、スポーツなどのあらゆる 

分野で専門的な知識や活動実績のある方、又 

は有識者・有資格者 
 

 登録方法 

 

登録票は鹿屋市役所 市民活動推進課及び各総合 

支所に置いてあります。また、鹿屋市ホームペー 

ジからもダウンロードできます｡ 

登録票は市民活動推進課へ提出してください。 

(郵送、ＦＡＸでも可) 

自薦・他薦は問いませんが、他薦の場合は本人の 

承諾(本人の自署)が必要です。 

女性人材リスト登録者募集 

女性人材リストに関する疑問 

Ｑ 登録したら委員や講師を引き受けないといけな
いの？ 

Ａ 委員や講師の承諾は、登録者の判断にお任せし
ています。（強制ではありません） 

 

Ｑ 講演会などに参加しないといけないの？ 

Ａ 登録していただいた方には、様々な情報を提供

いたしますが参加は登録者の自由です。 
 

Ｑ 登録事項はすべて公開されるの？ 
Ａ 項目ごとに公開か非公開かを選択していただき

ます。プライバシーの保護には十分配慮いたし

ます。 


